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款 項 目 大 中
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担当係

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

小牧市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、地域再生計画

4

担当課

2

都市基盤

環境対策課

環境保全係

43

平成３０年度以降

汚水・排水処理

事業類型 一般

水洗化を促進する

1

①し尿と生活排水を一緒に処理する合併処理浄化槽の普及を促進する。

②公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業区域以外の区域を対象とする。

新規に合併処理浄化槽を設置、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合に、

設置者に工事費の一部を補助する。

　補助金額

　５人槽　332,000円、６～７人槽　411,000円、８～１０人槽　519,000円

※単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合の補助金の額は150,000円を限度

とする。

助成 94

総合計画

分野別計画

予算区分

担当部事務事業名 合併処理浄化槽普及促進事業

会計区分

平成１２年度以前 ～事業期間

事業番号 205

平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート

環境交通部

事事事事

　　　　

　　　　

業業業業

　　　　

　　　　

のののの

　　　　

　　　　

概概概概

　　　　

　　　　

要要要要

直接実施・

運営

6 委託 0

一般会計

単位

千円

人

千円

人

千円

千円

％

千円

千円

千円

Ｈ24予算額

16,627

0.20

1,063

103.9

Ｈ23決算額

15,958

Ｈ22決算額

7,689

00

8,299

0.200.20

ココココ

　　　　

　　　　

スススス

　　　　

　　　　

トトトト

財

源

その他職員

0.20

（手段）

従事者数

Ｈ21決算額

一般財源

国・県支出金

対前年比

その他財源

人件費

12,170

12,852

とする。

【直接経費の内訳】

合併処理浄化槽設置整備事業補助金（15,890千円）

合併処理浄化槽普及促進協議会負担金（62千円）

旅費（6千円）

費用合計

23,959

1,063

0.00

無

従事者数

人件費

費

用

直接経費

正職員

8,727

8,379

受益者負担

16,043

0

17,106

68.3

0

0

0

10,001

17,021

99.5

8,722

0.00

0

1,0631,063

0.00

25,022

0.00

0

17,690



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

40

H24

41

基

目標設置基数に対して、毎年それを上回る実績がある。このことから事業目標は達成

していると考える。

62 41

H21

40

H22

4040

H24H23

成果指標名

設置基数

事業の

達成状況

活動指標名

設置基数

60

基

H23

40

42

60

H21

62 42

40

業業業業

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

績績績績

H22

205事業番号

平平平平

成成成成

２２２２

３３３３

年年年年

合併処理浄化槽の新規設置に対する補助が無くなっても、設置基数が大幅に減少す

るとは考えられないが、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換はさらに進ま

なり、その結果、河川水質の改善が遅れると推測される。

事業を縮小・

廃止したときの

影響

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

今今今今

後後後後

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

現状維持

判定理由

一次評価のとおり。

改善案等

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

方向性の判定

現状維持

判　定　理　由

平成22年度から26年度の５ヵ年計画で事業を進めているため事業の変更は難しい。

27年度以降については、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換のみに補助

対象とし、合併処理浄化槽は補助対象から除外することも検討する。

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

新規で合併処理j浄化槽を設置することは建築基準法で定められているため、新規設

置に対する補助金の必要性を再検討する必要がある。

国から認定を受けた地域再生計画に基づいて、平成22年度から26年度の５ヵ年計画

で事業を進めているため事業量の変更は難しい。

方向性の判定


